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2023年後半、商務部および税関総署より中国の輸出管理に係る施策が次々と公表されま

した。例えば、2023年 7月 3日には「ガリウムおよびゲルマニウムの関連品目に対する輸

出管理の実施に関する公告」（商務部、税関総署公告 2023 年第 23号、2023年 8月 1日施

行。以下、「2023 年 23 号公告」といいます）が、2023 年 10 月 20 日には「黒鉛品目の臨

時輸出管理措置の最適化調整に関する公告」（商務部、税関総署公告 2023年第 39号、2023

年 12月 1日施行。以下、「2023年 39号公告」といい、2つの公告を総称して、以下、「両

公告」といいます）が公布されました。また、2023年 11月 1日には商務部より「『大口商

品輸出入の報告統計調査制度』の発布に関する通知」（以下、「輸出入報告制度」といいます。

当該制度の実施期間は 2023年 10月 31日～2025年 10月 31日となります）が公布されま

した。なお、「輸出入報告制度」は、輸出許可証管理の対象であるレアアースを輸出する対

外貿易事業者に対して新たに所定の輸出情報報告義務を課していることから注目を集めて

います。 

本稿では、これらの輸出管理に関する施策の内容を整理・分析し、コンプライアンスリス

ク管理上、関連企業が注意すべき事項等について解説いたします。 

 

1．「両公告」について 

（1）対象品目 

① 「2023年 23号公告」の対象品目 

「2023 年 23 号公告」では、下表に示す特性に該当するガリウムおよびゲルマニウム

の関連品目について、許可なく輸出することを禁じており、当該品目の輸出にあたっては、

事前に「両用品目および技術輸出許可証」を取得する必要があります。下記の対象品目は、

2023年 12月 29日に公布された 2024年度の「両用品目および技術輸出入許可証管理目録」

（商務部、税関総署公告 2023 年第 66 号、2024年 1月 1 日施行。以下、「2024 年版目録」

といいます）の「Ⅱ、両用品目および技術輸出許可証管理目録」の「十、特殊両用品目およ

び技術」の「（三）ガリウムおよびゲルマニウムの関連品目」に収録された品目ですが、一

部の品目については参考HSコードが調整されています（下線を付したHSコードは、「2024

年版目録」において追加された HSコードです）。 

類別 品目 参考 HSコード 

ガリウム

関連品目 

金属ガリウム（単体） 8112929010、

8112929090、

8112999000 

窒化ガリウム（ウエハー、粉末、砕料等の形態を含

むが、これらに限定されない） 

2850001901、

3818009001、

3825690001、

8541410010 

酸化ガリウム（多結晶、単結晶、ウエハー、エピウ

エハー、粉末、砕料等の形態を含むが、これらに限

定されない） 

2825909001、

3818009002、

3825690002 
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リン化ガリウム（多結晶、単結晶、ウエハー、エピ

ウエハー等の形態を含むが、これらに限定されな

い） 

2853904030、

3818009003、

3825690003 

ヒ化ガリウム（多結晶、単結晶、ウエハー、エピウ

エハー、粉末、砕料等の形態を含むが、これらに限

定されない） 

2853909026、

3818009004、

3825690004 

インジウムガリウムヒ素 2853909028、

3818009005、

3825690005 

セレン化ガリウム（多結晶、単結晶、ウエハー、エ

ピウエハー、粉末、砕料等の形態を含むが、これら

に限定されない） 

2842909024、

3818009006、

3825690006 

アンチモン化ガリウム（多結晶、単結晶、ウエハ

ー、エピウエハー、粉末、砕料等の形態を含むが、

これらに限定されない） 

2853909029、

3818009007、

3825690007 

ゲルマニ

ウム関連

品目 

金属ゲルマニウム（単体。ウエハー、粉末、砕料等

の形態を含むが、これらに限定されない） 

8112921010、

8112921090、

8112991000、

9001909070、

9002201010、

9002209010 

ゾーンメルティング法ゲルマニウムインゴット 8112921090 

リン化亜鉛ゲルマニウム（ウエハー、粉末、砕料等

の形態を含むが、これらに限定されない） 

2853904040、

3818009008、

3825690008 

ゲルマニウムエピ基板 8112921090 

二酸化ゲルマニウム 2825600002（「2024年

版目録」では、当該参考

HSコードは削除され、

2825600001が追加されて

います。）、

3818009009、

3825690009 

四塩化ゲルマニウム 2827399001、

3818009010、

3825690010 

上表から、ガリウム、ゲルマニウムの単体・その化合物のいずれも輸出管理の対象となっ

ていることが分かります。また、その形態について、特定の品目では、「ウエハー、粉末、

砕料等の形態を含むが、これらに限定されない」といった記述も付け加えられています。 
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② 「2023年 39号公告」の対象品目 

「2023 年 39 号公告」では、下表に示す特性に該当する黒鉛品目について許可なく輸出

することを禁じており、当該品目の輸出にあたっては、事前に「両用品目および技術輸出許

可証」を取得する必要があります。下記の対象品目は、「2024年版目録」の「Ⅱ、両用品目

および技術輸出許可証管理目録」の「十、特殊両用品目および技術」の「（四）黒鉛関連品

目」に収録されています。 

品目 参考 HSコード 

高純度（純度>99.9%）、高強度（曲げ強度>30 

Mpa）、高密度（密度> 1.73g/cm3）の人造黒

鉛材料およびその製品 

3801100030、3801909010、

6815190020 

天然鱗片状黒鉛およびその製品（球状化黒鉛、

膨張黒鉛等を含む） 

2504101000、2504109100、

3801901000、3801909010、

3824999940、6815190020 

なお、「2023年 39号公告」では、「商務部、国防科学技術工業委員会、税関総署公告 2006

年 50 号」（一部の黒鉛類関連製品について臨時輸出管理措置を講じることを定めた通達。

2006年 7 月 27 日公布、2006年 9 月 1 日施行。以下、「2006年 50号公告」といいます）

は、2023年 12月 1日を以て廃止するとしています。 

2006年 12月 31日以降、商務部、税関総署より公布されている各年度の「両用品目およ

び技術輸出入許可証管理目録」（毎年年末に次年度版の目録を公布。例外として 2015 年は

2回公布されました）の「核両用品目および関連技術輸出管理リスト掲載の品目および技術」

には、臨時規制品目として黒鉛類関連製品が含まれることから、「2006年 50号公告」の改

訂版とも見なされています。 

2023年度の「両用品目および技術輸出入許可証管理目録」（商務部、税関総署 2022年第

42号、2022年 12月 30日公布、2023年 1月 1日施行。以下、「2023年版目録」といいま

す）の「核両用品目および関連技術輸出管理リスト掲載の品目および技術」に掲載されてい

る臨時規制品目の黒鉛製品と「2023年 39号公告」の対象品目との比較を下表に示します。 

2023年版目録 2023年 39号公告 

197.その他の人造黒鉛（HS コード

3801100090） 

高純度（純度>99.9%）、高強度（曲げ強度>30 

Mpa）、高密度（密度> 1.73g/cm3）の人造黒鉛

材料およびその製品（参考 HS コード：

3801100030、3801909010、6815190020） 

203 ． 膨 張 黒 鉛 （ HS コ ー ド ：

3824999940） 

天然鱗片状黒鉛およびその製品（球状化黒鉛、

膨張黒鉛等を含む）（参考 HS コード：

2504101000、 2504109100、 3801901000、

3801909010、3824999940、6815190020） 

204.表面が処理された球状化黒鉛（HS：

3801901000） 

198.その他の黒鉛またはその他の炭素

を基材とする製品［ペースト状、 塊状、

板状の製品（半製品を含む）］）（HSコー

撤廃 
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ド：3801909000） 

199.非電気機器用の黒鉛またはその他

の炭素精製品（HSコード：6815190010、

6815190090） 

撤廃 

200.炉用炭素電極（HS コード：

8545110000） 

撤廃 

201．その他の炭素電極（金属を含むか

否かは問わない）（ HS コード：

8545190010、8545190090） 

撤廃 

202．照明器具用炭素棒、電池用炭素棒

およびその他の黒鉛製品（金属を含むか

否かは問わない）（ HS コード：

8545900000） 

撤廃 

上掲の対比表および「2024年版目録」を見れば、上記 198番～202番の商品については、

臨時規制がすでに撤廃されたことが分かります。なお、「2023年 39号公告」および「2024

年版目録」では、「2023年版目録」に含まれない黒鉛品目が輸出管理措置の対象となってい

ます。例えば、「2023年版目録」における「表面が処理された膨張黒鉛」および「球状化黒

鉛」では、いずれも天然鱗片状黒鉛を用いた「加工製品」が対象となっていますが、「2023

年 39号公告」および「2024年版目録」においては、加工製品のほか、天然鱗片状黒鉛その

ものも輸出管理の対象となっています。 

 

③ 留意点 

ア）対象品目とHSコードとの関係 

「両公告」では、対象品目に対応するHSコードについて、「参考」と銘打っており（「2024

年版目録」においても、同目録に記載されている HSコードは、あくまで参考に供するもの

であるという説明が付されています）、HS コードに該当する品目のみが輸出管理の対象と

なるわけではないと解されることから、注意が必要です。輸出事業者は、輸出する品目につ

いて、成分等の具体的な特性に基づき、「両公告」の対象品目に該当するか否かを判断する

必要があります。 

輸出する品目が「両公告」の対象品目に該当する可能性がある場合、まず適用するHSコ

ードを確定する必要があります。HSコードが不明な場合、または、その選択の正否の判断

がつかない場合には、商務部または税関当局に問い合わせるのがよいでしょう。対象品目で

あるにも関わらず、別のHSコードで輸出した場合、許可を得ずに輸出管理品目を輸出した

とみなされ、処罰（過料、営業停止命令、輸出事業の許認可の取消し等）を受ける恐れがあ

ります。情状が重大な場合には、密輸とみなされ、刑事責任を追及される可能性もゼロでは

ありません。 

 

 イ）「両公告」は臨時規制に該当するのか 

「中華人民共和国輸出管理法」第 9 条の規定により、国家輸出管制管理機関は、輸出
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管理リスト外の貨物、技術およびサービスに対し、臨時規制を実施することができる

こと、また、臨時規制の実施期間は 2 年を超えないことが定められています。ただし、

「2024 年版目録」では、臨時規制品目とそれ以外の品目が分けて定められており、

「2023 年 23 号公告」の対象品目および「2023 年 39 号公告」の対象品目に対する規

制は、いずれも臨時規制ではないことが分かります。  

 

（2）輸出許可の申請方法 

「両公告」によると、対象品目を輸出するにあたり、輸出事業者は、省レベルの商務主管

機関を介して、商務部に「両用品目および技術輸出許可証」の交付申請を行う必要がありま

す。申請の際に必要な文書・資料は次のとおりです。 

✓ 両用品目および技術輸出申請書 

✓ 輸出に係る売買契約書、協議書等の文書の原本またはその写し 

✓ 輸出する品目の技術説明または試験報告書 

✓ エンドユーザーおよび最終用途の説明 

✓ 輸入事業者およびエンドユーザーの概要 

✓ 申請者の法定代表者、主要責任者および手続者の身分証明書 

 

（3）許可決定にかかる日数について 

「両公告」では、「商務部は、輸出許可申請の書類を受け取った日から審査を行う、また

は、関係機関と共に審査を行うものとし、かつ法定期限内に、許可または不許可の決定を行

わなければならない」と定めています。 

商務部の公式サイトの説明によれば、ガリウムおよびゲルマニウムの関連品目、黒鉛品目

の輸出許可申請に対する審査期限はいずれも 45営業日とされています（ただし、必要に応

じて国務院の審査認可に委ねる場合は、この限りではありません）。 

 

（4）実務状況 

「2023 年 23 号公告」について、商務部は、2023 年 9 月 21 日の定例記者会見において

「ガリウムおよびゲルマニウムの関連品目の許可申請に関して、関連規定に適合すると判

断したいくつかの輸出申請についてはすでに認可を下しており、『両用品目輸出許可証』1の

交付も行っている」としており、「2023 年 39 号公告」についても、2023 年 12 月 14 日の

定例記者会見において「関連規定に適合するものと判断したいくつかの輸出申請について

は、すでに認可している」とのことですが、詳細な情報（企業名等）については明らかにさ

れていません。 

 

2.「輸出入報告制度」について 

「輸出入報告制度」では、原油、鉄鉱石、銅精鉱、カリ肥料を「輸入報告を実施するエネ

ルギー・資源製品目録」に新たに掲載したほか、輸出許可証管理の対象であるレアアースを

「輸出報告を実施するエネルギー・資源製品目録」に新たに掲載しており、これらの製品の

 
1 これは、「両用品目および技術輸出許可証」の略称として使用されていると思われます。 
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輸出入に従事する貿易事業者に対し、関連する輸出入情報報告の義務を課しています。 

同制度の対象品目について、貿易事業者は、輸出入契約の締結後、貨物の出荷後、仕向け

地への着荷後、および報告事項に変更が生じた後、いずれも 3 営業日以内に電子報告シス

テム上で報告を行う必要があります。商務部は、上記 5種類のエネルギー・資源製品に関す

る輸出入報告の情報収集、整理、集計、分析、照合等の業務を、中国五鉱化工輸出入商会に

委託しており、すでに当該商会より前記電子報告システム登録に係るガイドライン2が公表

されています。 

「輸出報告を実施するエネルギー・資源製品目録」掲載のレアアースは 73 品目（鉱物、

化合物、合金等）です。 

    

3．日本企業および日系企業が注意すべき点 

中国産のガリウムおよびゲルマニウムの関連品目、黒鉛品目への依存度が高い日本

企業については、中国側（輸出事業者）と「両用品目および技術輸出許可証」取得に

ついて協議すること（エンドユーザーの概要や最終用途の説明・誓約書を提出する必

要があることから、両者の連携が不可欠です）が必要です。また、許可申請が通らな

かった場合に備え、中国以外の国や地域からの調達を検討する必要があると思われま

す。また、中国産のガリウムおよびゲルマニウムの関連品目、黒鉛品目の輸出に従事

する日系企業は、輸出する品目が「両公告」に定める対象品目に該当するか否かを確

認し、該当する場合、早めに「両用品目および技術輸出許可証」の交付申請を行う必

要があります。 

レアアースの輸出に従事する日系企業は、「輸出許可証」の申請・取得に加えて3、

輸出する品目が「輸出入報告制度」の対象品目に該当するか否かを確認し、該当する

場合には、所定の報告義務を果たさなければなりません。 

 

北京市環球法律事務所 

 
2 参考サイト：

https://www.cccmc.org.cn/zdnyzyp/jckjctianbaozhinan/ff8080818b21ad84018b6052d96a0b1a.html 
3 ただし、レアアースのうちセリウム及びセリウム合金については、「輸出許可証」ではなく、「両用品目

および技術輸出許可証」を申請・取得しなければなりません。 

https://www.cccmc.org.cn/zdnyzyp/jckjctianbaozhinan/ff8080818b21ad84018b6052d96a0b1a.html


 

 

レポートをご覧いただいた後、アンケート（所要時間：約 1分）にご協力ください。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20230034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本レポートに関するお問い合わせ先： 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

調査部 中国北アジア課 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1－12－32 

TEL：03-3582-5181 

E-mail：ORG@jetro.go.jp 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20230034

